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提案理由 

高山市議会議員の議員報酬の特例を定めるため制定しようとする。 

 

 

 

 

 

 

 



高山市議会議員の議員報酬の臨時特例に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、平成２５年７月１日から平成２６年３月３１日までの間（以下「特例期間」

という。）における高山市議会議員の議員報酬を減額するため、高山市議会議員の議員報酬等に関

する条例（昭和３６年高山市条例第２９号。以下「報酬条例」という。）の特例を定めるものとす

る。 

（報酬条例の特例） 

第２条 特例期間においては、報酬条例第２条に規定する議員報酬月額の支給に当たっては、議員

報酬月額から、議員報酬月額に１００分の６．６を乗じて得た額に相当する額（その額に１円未

満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）を減ずる。 

附 則 

 この条例は、平成２５年７月１日から施行する。 

 


